
                                         R6.10.1～ 

小樽市不妊検査助成事業のお知らせ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

早めに検査を受けましょう。 

不妊の原因はとても多岐にわたります。妊娠しにくい原因がわかっていれば、

妊娠を希望されるタイミングで適切な治療をスタートできます。 

以下の項目に全て当てはまる方です。 

◆不妊検査を開始日から申請日までの期間において、小樽市に住民登録があること 

◆保険医療機関において、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査を受け、医師が作成

する不妊検査実施証明書の発行を受けていること 

◆女性は検査開始日において４３歳未満であること（R6.10.1 より 40 歳未満⇒43 歳未満へ延長） 

◆検査開始日から 1 年以内の不妊検査であって、保険医療機関に医師の判断に基づき 

実施した検査（泌尿器科が行うものも含む）の費用 

◆医師が作成する不妊検査実施証明書発行の費用 

 

◆助成額は、助成の対象となる費用のうち対象者の自己負担分とし、検査等に要した 

費用（1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨て）で、上限額 2 万円とします。 

◆1人につき 1回限り      

 ※事業の予算枠に達した時点で受付を締め切る場合があります。 

              

◆助成金交付申請書（様式第 1 号） 

◆不妊検査実施証明書（様式第 2号） 

◆保険医療機関が発行する不妊検査費に係る領収書の写し 

◆預貯金通帳の写し 

小樽市こども未来部 こども家庭課 

〒047-0008 

小樽市築港 11-1 ウイングベイ小樽 1 番街 4 階   

0134-32-5208 

申 請 窓 口 ・ 問 合 せ 先 

対象者 

助成の対象となる費用 

助成額と回数 

申請に必要な書類 

◆検査終了日の属する年度内に、こども家庭課に申請してください 

 

助成の申請 

◆様式 1、2 号は小樽市の

HP からも印刷できます。 

◆申請は、窓口へ直接持参 

もしくは郵送 

小樽市こども家庭センター（にこにこ）は、

不妊・妊娠・出産のこころのこと、育児、

生活のことなどについての相談窓口です。

お気軽に御相談ください。 

相談先：小樽市こども家庭センターにこにこ 

0134-32-5208 

 


